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桃
園
結
義
始
末

「
歴
史
小
説
」

と
し
て
の

『
三
国
志
演
義
』

の
独
自
性
に
関
す
る
一
考
察

竹

内

真

彦

問
題
意
識
の
所
在

「
歴
史
小
説
」
と
「
歴
史
書
（
史
書
）
」
を
分
け
る
も
の
は
何
か
。

こ
れ
が
、
本
稿
に
お
け
る
根
元
的
な
問
題
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
簡
単
に
答
え
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、

本
稿
で
は
、
も
う
少
し
限
定
し
た
形
の
問
い
を
立
て
た
い
。

現
代
の
、
ほ
と
ん
ど
の
読
者
に
と
っ
て
、
歴
史
小
説
と
史
書
の
区
別
は
自
明
な
も
の
に
見
え
る
し
、
近
代
以
降
の
歴
史
小
説
に
限
れ

ば
、
史
書
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
「
作
者
」
の
「
意
思
」
を
容
易
に
見
出
せ
る
か

ら
で
あ
る
。
読
者
は
、
史
書
（
先
行
テ
ク
ス
ト
）
と
歴
史
小
説
（
後
続
テ
ク
ス
ト
）
の
間
に
は
、
作
者
の
み
が
介
在
す
る
と
想
定
す
れ
ば

よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
者
と
後
者
と
の
差
異
や
麒
齢
を
、
作
者
の
意
思
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
吉
川
英
治
『
三
国
志
』
が
典
型
で

あ
り
、
先
行
テ
ク
ス
ト
『
通
俗
三
国
志
』
と
吉
川
『
三
国
志
』
と
の
差
異
は
、
何
ら
か
の
形
で
吉
川
の
意
思
を
反
映
し
て
い
る
と
捉
え

て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
、
近
代
以
降
の
「
歴
史
小
説
」
の
ほ
と
ん
ど
が
、
個
人
と
し
て
の
「
作
者
」
を
措
定
で
き
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

前
近
代
に
遡
る
な
ら
ば
、
歴
史
小
説
本
体
と
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
区
別
は
曖
昧
に
な
る
。
例
え
ば
、
『
太
平
記
』
は
文
学
研
究
の
対
象



と
な
る
一
方
で
、
そ
の
同
時
代
性
ゆ
え
に
、
「
従
来
の
学
者
歴
史
家
に
よ
っ
て
南
北
朝
時
代
に
お
け
る
比
較
的
一
貫
し
た
、

書
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
」

正
確
な
史
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（
『
太
平
記
』
を
「
歴
史
小
説
」
と
し
て
扱
う
の
も
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
主
と
し
て
文
学
研
究
の
対
象
と
な
る
点
に
お

い
て
は
、
歴
史
小
説
と
共
通
す
る
）
。

特
に
、
「
述
而
不
作
（
述
べ
て
作
ら
ず
）
」
（
『
論
語
』
述
而
第
七
）

の
伝
統
を
持
つ
中
国
に
お
い
て
、
こ
の
傾
向
は
顕
著
と
な
る
。
本
稿

は
『
三
国
志
演
義
』
を
主
た
る
対
象
分
析
と
す
る
が
、
こ
の
『
三
国
志
演
義
』
と
い
う
書
名
は
通
称
に
過
ぎ
な
い
。
諸
版
本
の
幾
つ
か

は
『
三
国
志
通
俗
演
義
』
を
名
乗
り
、
別
の
幾
つ
か
は
『
三
国
志
伝
』
と
称
す
る
。
ま
た
、
『
李
卓
吾
先
生
批
評
三
国
志
』
な
る
版
本

も
現
存
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

い
ず
れ
の
書
名
も
、

正
史
『
三
国
志
』
と
の
関
係
性
を
意
識
し
て
い
る
点
で
あ
る
（
「
通
俗
演

義
」
は
内
容
の
平
明
化
を
言
い
、
「
伝
」
は
「
註
釈
」
の
義
で
あ
ろ
う
）
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
『
三
国
志
演
義
』
と
称
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト

は
、
史
書
の
従
属
物
で
あ
る
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら
を
史
書
の
延
長
線
に
置
く
。

つ
ま
り
、
『
三
国
志
演
義
』
を
「
歴
史
小
説
」
、

正
史
『
三
国
志
』
を
「
史
書
」
と
区
別
す
る
の
は
、
読
者
の
意
識
に
拠
る
。
書
名
を

見
る
限
り
、
テ
ク
ス
ト
自
体
が
内
在
的
な
区
別
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
内
在
的
な
区
別
は
全
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
代
以
降
の
歴
史
小
説
の
あ
り
よ
う
に
倣
う
の
で
あ
れ
ば
、
史
書
と
は
異
な
る
、
「
作
者
の
意
思
」

の
存
在
が
確
認
で
き
れ
ば
、

そ

の
テ
ク
ス
ト
は
内
在
的
に
史
書
と
区
別
さ
れ
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
極
め
て
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
『
三
国
志
演
義
』

に
お
け
る
、
「
作
者
の
意
思
」

の
一
端
を
摘
出
す
る
こ
と
を
本
稿
の
目
的
と
し
た
い
。

摘
出
の
方
法

し
か
し
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
「
作
者
の
意
思
」
は
摘
出
で
き
る
の
か
。



最
も
確
実
な
の
は
、
『
三
国
志
演
義
』
が
、
直
接
に
拠
っ
た
先
行
テ
ク
ス
ト
を
確
定
し
、

そ
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
の
差
異
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
差
異
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

そ
こ
に
何
ら
か
の
意
思
の
介
在
を
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
先
行
テ
ク
ス
ト
の
確
定
が
容
易
で
は
な
い
。

周
知
の
如
く
、
『
三
国
志
演
義
』
は
、
後
漢
末
期
か
ら
三
国
滅
亡
ま
で
を
題
材
と
す
る
歴
史
小
説
で
あ
る
。
魯
迅
は
、
『
中
国
小
説
史

略
』
に
お
い
て
、
『
水
滸
伝
』
と
『
三
国
志
演
義
』
と
を
同
じ
く
「
講
史
小
説
」
に
分
類
し
た
。
し
か
し
、
現
代
的
な
視
点
で
見
れ
ば
、

両
者
は
や
は
り
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
決
定
的
な
の
は
、
史
書
と
の
距
離
感
で
あ
る
。
『
水
滸
伝
』
『
三

国
志
演
義
』
と
も
に
、
史
書
に
登
場
す
る
所
謂
「
実
在
の
人
物
」
が
多
数
登
場
す
る
。

し
か
し
、
『
水
滸
伝
』
に
お
け
る
「
実
在
の
人

物
」
が
『
宋
史
』
な
ど
の
史
書
の
記
述
か
ら
は
大
き
く
逸
脱
す
る
行
動
を
取
る
の
に
対
し
、
『
三
国
志
演
義
』
に
お
け
る
「
実
在
の
人

物
」
の
行
動
は
、
正
史
『
三
国
志
』
な
ど
の
史
書
の
記
述
に
強
く
規
制
を
受
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
史
書
の
記
述
か
ら
の
逸
脱
は
「
あ

（
四
）

る
程
度
」
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
（
『
三
国
志
演
義
』
を
指
し
た
「
七
実
三
虚
」
と
い
う
評
語
が
象
徴
的
で
あ
ろ
う
）
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
『
三

国
志
演
義
』
と
『
水
滸
伝
』
を
同
じ
ジ
ャ
ン
ル

（
「
講
史
小
説
」
）
と
は
認
識
し
な
い
。
『
三
国
志
演
義
』
に
つ
い
て
、
史
書
か
ら
の
規

制
を
強
く
受
け
る
、
と
い
う
意
味
を
込
め
、
「
歴
史
小
説
」
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

『
三
国
志
演
義
』
（
以
降
、
特
に
誤
解
を
生
じ
な
い
場
合
は
『
演
義
』
と
略
称
す
る
）

の
叙
述
を
規
制
す
る
代
表
的
な
史
書
は
、
や
は
り

正
史
『
三
国
志
』
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
演
義
』
の
利
用
し
た
史
書
が
正
史
『
三
国
志
』
に
限
ら
な
い
こ
と
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

（
五
）

て
い
る
。
ま
た
、
『
世
説
新
語
』
『
三
国
志
平
話
』
（
以
下
、
『
平
話
』
）
等
、
史
書
と
は
称
せ
な
い
先
行
テ
ク
ス
ト
も
数
多
く
存
在
す
る
。

さ
ら
に
、
確
認
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
書
記
さ
れ
ず
口
承
の
み
で
存
在
し
た
も
の
の
存
在
も
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
演
義
』
と

先
行
テ
ク
ス
ト
の
差
異
を
確
定
す
る
た
め
に
は
、
史
書
そ
の
他
の
先
行
テ
ク
ス
ト
の
広
汎
な
渉
猟
が
必
須
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、

そ
れ

で
も
十
全
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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そ
こ
で
、
こ
の
不
備
を
補
う
た
め
に
、
物
語
の

「
対
称
性
」
と
い
う
考
え
方
を
導
入
し
て
み
た
い
。
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「
対
称
性
」
と
「
円
環
」

『
水
滸
伝
』
七
十
回
本
の
第
七
十
回
総
批
に
言
う
。

或
問
。

石
謁
天
文
。
為
是
真
有
是
事
。
為
是
宋
江
偽
造
。
此
痴
人
説
夢
之
智
也
。
作
者
亦
只
圏
叙
事
既
畢
。
重
将
一
百
八
人

姓
名
一
―
排
列
出
来
。
為
一
部
七
十
回
書
黙
晴
結
穴
耳
。
蓋
始
之
以
石
謁
。
終
以
石
謁
者
。
是
此
書
大
開
閾
。
（
石
碑
に
刻
ま
れ
た

天
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
本
物
な
の
か
宋
江
の
で
っ
ち
あ
げ
な
の
か
と
問
い
た
く
な
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
種
の
問
い
は
無
意
味
で
つ
ま
ら

な
い
。
作
者
は
た
ん
に
物
語
を
終
え
る
の
に
も
う
一
度
百
八
人
の
豪
傑
の
名
前
を
整
理
し
て
一
人
ず
つ
列
挙
し
よ
う
と
し
た
だ
け
—
|
＇
文
字

通
り
の
画
竜
点
睛
な
の
で
あ
る
。
石
碑
で
始
め
て
石
碑
で
終
わ
る
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
開
閾
」
（
大
い
な
る
幕
開
け
と
幕
引
き
）
で

（六）

あ
る
。
）

こ
の
批
評
を
捉
え
て
、

王
瑾
（
ジ
ン
・
ワ
ン
）
は
、

七
十
回
本
の
改
変
者
た
る
金
聖
歎
が

「
構
造
的
統
一
性
に
最
高
の
地
位
を
与
え

る
よ
う
な
文
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
機
構
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、

七
十
回
本
へ
の
改
変
を
「
神
話
的
枠
組
み

(the

m
溢
hological
f
r
a
m
e
w
o
r
k
)
」

へ
の

「
閉
じ
込
め
(enclosure)
」
と
し
て
理
解
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
水
滸
伝
』
に
お
い
て
、

「
物
語
の
テ
ー
マ
で
あ
る
円
環
(cycle)
が
成
就
し
な
い
こ
と
か
ら
、
構
造
的
な
対
称
性

(a
structual 
sy
目
nertry)

へ
と
向
け
か
え
る
こ

（七）

と
に
成
功
」
し
て
い
る
と
い
う
。
「
こ
の
対
称
性
は
、
円
環
に
劣
ら
ず
神
話
の
語
り
の
展
開
論
理
を
強
力
に
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
も
。

王
瑾
は
ま
た
、
『
西
遊
記
』
と
『
紅
楼
夢
』
に
は

「
円
環
」
が
見
出
せ
る
と
も
指
摘
す
る
。

王
瑾
の
指
摘
通
り
、
前
近
代
西
洋
と
同
様
に
、
前
近
代
中
国
に
お
い
て
も
、
「
神
話
的
枠
組
み
」

は
「
物
語
」

の
あ
り
よ
う
を
強
く

規
定
す
る
、

と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
『
水
滸
伝
』
な
ど
と
同
じ
く
、
明
代
白
話
小
説
の
代
表
作
の
―
つ
で
も
あ
る
『
三



国
志
演
義
』
も
ま
た

「
神
話
的
枠
組
み
」
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
『
演
義
』
も
ま
た
「
神
話
的
枠
組
み
」

に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
史
書
と
の
明
瞭
な
差
異
に
な
り
得
る
。

何
故
な
ら
、
史
書
の
叙
述
が
、
「
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
」

の

「
記
録
」
と
い
う
形
を
採
る
以
上
、
少
な
く
と
も
「
物
語
」

の
展
開
と

い
う
点
で
、

王
瑾
の
い
う
「
円
環
」
や
「
対
称
」
と
い
う
「
神
話
的
枠
組
み
」
に
収
ま
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
（
「
事
実
は
小
説
よ

り
も
奇
な
り
」
と
い
う
手
垢
の
つ
い
た
物
言
い
が
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
）
。
な
ら
ば
、

そ
の
史
書
の
叙
述
に
規
制
さ
れ
る
『
三
国
志
演
義
』

も
ま
た
、

「
神
話
的
枠
組
み
」

か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
の
が
論
理
的
帰
結
で
あ
る
。

仮
に
、
『
三
国
志
演
義
』
が
『
三
国
志
』
な
ど
の
史
書
と
は
異
な
り
、

「
神
話
的
枠
組
み
」
を
志
向
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
者
は
後
者

に
従
属
し
て
い
な
い
、
と
い
う
物
言
い
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

四

三
国
志
故
事
の
語
る

「
円
環
」

実
の
と
こ
ろ
、
『
三
国
志
演
義
』
に
先
行
す
る
『
三
国
志
平
話
』
（
以
下
、
『
平
話
』
）

の
物
語
は
、
あ
る
種
の
円
環
を
描
い
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

『
平
話
』
は
、
冒
頭
の
転
生
諄
を
除
け
ば
、
黄
巾
の
乱
を
契
機
と
す
る
後
漢
の
衰
退
か
ら
説
き
起
こ
し
、
三
国
分
立
か
ら
晋
に
よ
る

統
一
を
経
て
、
そ
の
晋
が
劉
淵
の
建
国
し
た
漢
に
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
を
語
る
。
す
な
わ
ち
、
『
平
話
』
の
物
語
的
枠
組
み
は
「
衰
え
た

漢
が
復
活
す
る
」
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
し
て
「
円
環
を
描
く
」
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

（八）

っ
と
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
平
話
』
の
描
き
出
す
、
「
漢
の
復
活
の
物
語
」
は
大
筋
の
と
こ
ろ
で

「
史
実
」
と
合
致
す

る
。
た
だ
し
、
『
平
話
』
が
劉
禅
の
外
孫
（
娘
の
子
？
．
）
と
し
て
設
定
す
る
劉
淵
は
、
歴
史
上
は
、
劉
禅
ひ
い
て
は
、
そ
の
父
で
あ
り
、

三
国
の
―
つ
で
あ
る
蜀
漢
の
建
国
者
た
る
劉
備
と
の
血
縁
関
係
は
な
い
。
歴
史
上
の
劉
淵
は
南
匈
奴
出
身
で
あ
り
、
漢
族
で
す
ら
な
か

5
 



っ
た
。
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逆
に
言
え
ば
、
非
漢
族
で
は
あ
る
が
同
姓
の
劉
淵
を
、
劉
備
の
子
孫
と
位
置
づ
け
る
、
た
っ
た
―
つ
の
虚
構
に
よ
っ
て
、
『
平
話
』

は
円
環
を
描
い
て
見
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

―
つ
の
虚
構
だ
け
で
成
立
し
て
い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、

そ
も
そ
も
の
「
史
実
」
が
円
環
性
を

持
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
し
、
円
環
を
描
く
た
め
に
は
、
や
は
り
史
実
を
逸
脱
し
た
虚
構
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
『
演
義
』
に
先
行
す
る
『
平
話
』
は
「
衰
え
た
漢
が
復
活
す
る
」
と
い
う
円
環
を
描
く
。

し
か
し
、
『
演
義
』
は
、

こ
の
円
環
を
採
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
元
代
、
す
な
わ
ち
非
漢
族
王
朝
に
お
い
て
成
立
し
た
『
平
話
』
と
異
な
り
、
漢
族

王
朝
で
あ
る
明
代
に
お
い
て
成
立
し
た
『
演
義
』
に
と
っ
て
、
非
漢
族
出
身
の
劉
淵
を
、
「
前
漢
景
帝
の
玄
孫
」
た
る
劉
備
の
子
孫
に

位
置
づ
け
る
こ
と
は
許
容
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

な
ら
ば
、
『
演
義
』
は
円
環
を
拗
棄
す
る
の
か
。

筆
者
は
、
『
平
話
』
と
は
異
な
る
方
法
で
、
『
演
義
』
も
ま
た
円
環
を
描
き
出
す
志
向
を
持
つ
と
考
え
る
。
『
演
義
』
の
物
語
の
終
盤
、

蜀
漢
を
滅
ぼ
し
た
魏
は
、
代
代
の
重
臣
で
あ
る
司
馬
一
族
出
身
の
司
馬
炎
に
帝
位
を
「
纂
奪
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
際
、
『
演

義
』
は
司
馬
炎
に
「
吾
興
漢
家
報
醒
（
私
は
漢
王
室
の
た
め
に
仇
を
報
ず
る
の
だ
）
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
後
、
司
馬
炎
が

建
国
す
る
晋
を
漢
の
後
継
者
と
位
置
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
物
語
を
、
『
平
話
』
と
同
じ
く
、
「
漢
が
復
活
す
る
」
も
の
と
解
釈
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

と
は
言
え
、
皇
帝
の
姓
は
「
劉
」

か
ら
「
司
馬
」
に
、
国
号
は

「漢」

か
ら
「
晋
」
に
代
わ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
姓
、
同
じ

国
号
で
復
活
す
る
『
平
話
』
ほ
ど
明
快
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
平
話
』
が
、
後
漢
か
ら
蜀
漢
、
蜀
漢
か
ら
劉
淵
の
漢
へ
と
繋
ぐ
の
に
対

し
、
『
演
義
』
に
お
い
て
、
晋
は
断
絶
し
て
い
た
後
漢
を
復
興
す
る
の
で
あ
り
、
蜀
漢
の
後
継
者
と
は
位
置
づ
け
難
い

（
そ
も
そ
も
、
司

馬
炎
の
祖
父
で
あ
る
司
馬
館
は
、
蜀
漢
の
丞
相
、
諸
葛
孔
明
の
北
伐
に
と
っ
て
最
大
最
強
の
敵
で
あ
っ
た
）
。
す
な
わ
ち
、
『
演
義
』
の
物
語
が



円
環
を
描
く
と
し
て
も
、
先
行
す
る
『
平
話
』
の
持
っ
て
い
た
明
瞭
な
円
環
は
、
そ
の
一
部
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、

『
演
義
』
の
物
語
が
史
書
に
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
三
国
志
故
事
を

「
漢
の
衰
退
か
ら
復
興
」
と
い
う
円
環
を
描
く
も
の
と
捉
え
た
上
で
、
『
平
話
』
と
『
演
義
』
を
比
較
し

た
と
き
、
史
書
に
よ
る
規
制
は
神
話
的
枠
組
み
を
損
な
う
ほ
ど
強
力
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
な
れ
ば
、
『
演
義
』
の
よ
う
な
、
あ
る
程
度
成
熟
し
た

「
歴
史
小
説
」
に
お
い
て
、
「
神
話
的
枠
組
み
」

は
、
史
書
の
規
制
に
よ
っ

て
崩
壊
し
て
し
ま
う
程
度
に
脆
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
「
歴
史
小
説
」

は
、
史
書
か
ら
独
立
し
た
「
閉
じ
た
物
語
」

に
は
な
り
得
ず
、
史
書
の
モ
ノ
マ
ネ
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

五

桃

園

結

義

以
下
、
円
環
で
は
な
く
、
「
対
称
性
」
を
『
演
義
』
に
見
出
せ
な
い
か
、
と
い
う
観
点
で
論
じ
て
ゆ
き
た
い
。

不
求
同
年
同
月
同
日
生
。
但
願
同
年
同
月
同
日
死
。
（
同
年
同
月
同
日
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
求
め
ず
、
但
だ
同
年
同
月
同
日
に
死
な

ん
こ
と
を
願
う
。
）

『
演
義
』
第
一
則
「
祭
天
地
桃
園
結
義
」
に
お
い
て
、
物
語
の
主
人
公
た
る
劉
備
、
関
羽
、
張
飛
の
三
人
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
、
有

名
な
誓
約
で
あ
る
。
「
桃
園
結
義
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
誓
約
は
、
史
書
に
は
現
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
「
桃
園
結
義
」
を
め
ぐ
る
登
場

人
物
た
ち
の
言
動
は
、
史
書
の
規
制
を
受
け
よ
う
が
な
い

「
虚
構
」
だ
と
言
い
得
る
。
そ
し
て
、
こ
の
誓
約
が
守
ら
れ
、
三
人
が

「同

年
同
月
同
日
に
死
」
ん
だ
な
ら
ば
、
物
語
は
「
対
称
性
」
を
備
え
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

の
誓
約
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
後
漢
の
建
安
二
十
四
（
ニ

し
か
し
、
『
演
義
』
の
読
者
は
、
「
桃
園
結
義
」

7
 



元
（
二
ニ
―
)
年
、
帝
位
に
就
い
た
劉
備
は
、
関
羽
の
仇
討
ち
の
た
め
、
大
軍
を
興
し
て
呉
に
攻
め
込
む
。

一
九
）
年
、
孫
権
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
、
関
羽
は
刑
死
す
る
（
『
演
義
』
第
一
五
三
則
「
玉
泉
山
闊
公
顕
聖
」
）
。
そ
の
二
年
後
、
蜀
漢
の
章
武

し
か
し
、
先
鋒
を
任
さ
れ

8
 

た
張
飛
は
、
開
戦
前
に
部
下
に
殺
さ
れ
て
し
ま
う
（
同
第
一
六
一
則
「
疸
強
張
達
刺
張
飛
」
）
。
さ
ら
に
二
年
後
、
蜀
漢
の
章
武
三
（
ニ
ニ

三
）
年
、
独
り
残
さ
れ
た
劉
備
は
白
帝
城
に
お
い
て
病
歿
す
る
（
同
第
一
六
九
則
「
白
帝
城
先
主
託
孤
」
）
。

つ
ま
り
、
劉
備
、
関
羽
、
張

飛
は
「
同
年
同
月
同
日
に
死
ぬ
」
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「
対
称
性
」
は
見
出
し
得
な
い
。

『
演
義
』
の
描
き
出
す
三
人
の
死
は
、
史
書
の
そ
れ
と
大
略
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
史
書
の
規
制
を
受
け
た
叙
述
で
あ
り
、
物
語

に
お
け
る
虚
構
で
あ
る
「
桃
園
結
義
」

は
成
就
せ
ず
に
破
綻
し
て
お
り
、
虚
構
は
、
史
書
の
規
制
の
前
に
、
「
対
称
性
」
を
失
わ
ざ
る

を
得
な
い
、

か
の
よ
う
に
見
え
る
。

六

劉
関
張
の
子
孫
た
ち

し
か
し
、
『
演
義
』
の
叙
述
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
『
演
義
』
の
物
語
は
、
最
終
盤
に
至
っ
て
、
劉
備
、
関
羽
、

張
飛
の
子
孫
た
ち
の
最
期
を
「
集
中
的
に
」
語
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
演
義
』
第
二
三
四
則
「
諸
葛
瞭
大
載
郵
文
」
を
見
よ
う
。

蜀
漢
の
炎
興
元
（
二
六
三
）
年
冬
十
一
月
、
魏
の
部
文
は
、
蜀
漢
領
の
奥
深
く
、
首
都
成
都
の
目
前
に
ま
で
迫
る
。
こ
れ
を
綿
竹
に

て
迎
撃
し
た
の
は
、
諸
葛
孔
明
の
子
で
あ
る
諸
葛
瞭
、
そ
し
て
瞭
の
子
で
あ
る
諸
葛
尚
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
諸
葛
父
子
に
は
、
張
遵
、

黄
崇
、
李
球
と
い
う
三
将
が
従
っ
て
い
た
。

諸
葛
贈
と
諸
葛
尚
は
奮
戦
す
る
も
郵
文
軍
に
敗
れ
、
戦
死
す
る
。

(
-
O
)
 

龍
田
本
に
拠
る
）
。

そ
の
直
後
、
『
演
義
』
は
次
の
よ
う
に
言
う
（
引
用
は
『
演
義
』
劉



郵
文
憐
其
忠
義
。
将
諸
葛
父
子
塑
干
城
西
。
遂
乗
勢
取
綿
竹
。
張
遵
、
黄
崇
、
李
球
殺
出
。
亦
被
殺
死
。
遂
引
兵
束
取
成
都
。

張
遵
乃
張
飛
之
子
。
黄
崇
乃
黄
櫂
之
子
。
李
球
乃
李
恢
之
子
。
（
郵
文
は
そ
の
忠
義
を
憐
れ
み
、
諸
葛
父
子
を
城
の
西
に
葬
る
。
そ
し

て
、
勢
い
に
乗
っ
て
綿
竹
に
攻
め
か
か
っ
た
。
張
遵
、
黄
崇
、
李
球
は
懸
命
に
脱
出
を
図
る
が
、
す
べ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
か
く
て
、

郵
文
は
兵
を
率
い
成
都
に
向
か
う
。
張
遵
は
張
飛
の
子
、
黄
崇
は
黄
権
の
子
、
李
球
は
李
恢
の
子
で
あ
る
。
）

後
述
す
る
よ
う
に
、
史
書
に
あ
っ
て
は
、
張
遵
は
張
飛
の
子
で
は
な
く
、
孫
に
当
た
る
。

ほ
ぼ
同
時
に
、
張
飛
の
子
孫
が
国
を
守
ろ
う
と
し
て
戦
死
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
諸
葛
孔
明
の
子
、
孫
と

続
く
第
二
三
五
則
「
蜀
後
主
輿
搬
出
降
」
に
お
い
て
、
成
都
城
外
に
布
陣
し
た
郵
文
の
軍
に
恐
怖
し
た
蜀
帝
劉
禅
は
降
伏
を
決
定
す

る
。
こ
れ
に
激
烈
に
反
対
し
た
の
は
、
劉
禅
の
第
五
子
劉
謁
で
あ
っ
た
。
劉
諧
は
、
降
伏
を
唱
え
る
誰
周
を
斬
り
、
徹
底
抗
戦
す
る
こ

と
を
主
張
す
る
が
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
。
結
局
、
憤
激
の
餘
り
、
劉
謀
は
昭
烈
廟
（
劉
謀
の
祖
父
で
あ
る
劉
備
の
廟
）
の
前
で
自
例
し
て

し
ま
う
。

劉
禅
の
降
伏
に
よ
り
蜀
漢
は
滅
ん
だ
。
そ
の
功
は
、
郵
丈
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
郵
文
と
と
も
に
蜀
漢
に
攻
め
込
ん
だ

魏
将
鍾
会
、
そ
の
鍾
会
と
対
陣
し
て
動
き
が
取
れ
ず
、
お
め
お
め
と
首
都
を
落
と
さ
れ
た
蜀
将
姜
維
に
と
っ
て
、
到
底
納
得
で
き
る
結

果
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
鍾
会
は
郵
文
を
排
除
せ
ん
と
考
え
、

一
方
の
姜
維
は
鍾
会
に
偽
降
し
た
上
で
、
鍾
会
の
狙
い
に
乗
じ
て
、

起
死
回
生
の
蜀
漢
復
活
を
図
る
。

そ
の
結
末
は
悲
劇
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
部
文
と
鍾
会
の
双
方
を
除
き
た
い
、
魏
の
権
力
者
司
馬
昭
の
意
向
も
絡
み
、
最
終
的
に
、

郵
文
、
鍾
会
、
姜
維
い
ず
れ
も
乱
軍
の
中
に
死
ぬ
こ
と
と
な
る
（
『
演
義
』
第
二
三
七
則
「
姜
維
―
計
害
三
賢
」
）
。
そ
し
て
、
乱
軍
に
死
ん

だ
の
は
、
こ
の
三
人
だ
け
で
は
な
か
っ
た
（
引
用
は
先
と
同
じ
く
『
演
義
』
劉
龍
田
本
に
拠
る
）
。

姜
維
、
鍾
會
、
郵
文
已
死
。
張
翌
戦
歿
干
乱
軍
之
中
。
師
纂
等
分
其
屍
。
太
子
劉
瑞
、
漢
壽
亭
侯
之
孫
闊
葬
皆
戦
敵
。
被
魏

，
 



兵
所
殺
。
（
姜
維
、
鍾
會
、
郵
文
は
已
に
死
ん
だ
。
張
翼
は
乱
軍
の
中
に
死
に
、
師
纂
等
は
そ
の
屍
を
ズ
タ
ズ
タ
に
し
た
。
太
子
劉
嗜
と
、

10 

漢
寿
亭
侯
の
孫
関
葬
も
抗
戦
し
た
が
、
魏
兵
に
殺
害
さ
れ
た
。
）

劉
禅
の
太
子
、
す
な
わ
ち
劉
備
の
孫
で
あ
る
劉
塔
、
漢
寿
亭
侯
、
す
な
わ
ち
関
羽
の
孫
に
当
た
る
関
葬
も
ま
た
、
死
去
し
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
『
演
義
』
は
、
蜀
漢
滅
亡
の
前
後
に
お
い
て
、
桃
園
結
義
の
当
事
者
た
る
、
劉
備
、
関
羽
、
張
飛
の
孫
た
ち
の
死
を
語
っ

て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
「
桃
園
結
義
」
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
や
は
り
「
構
造
的
な
対
称
性
」
を
保
持
し
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
か
。七

史
書
に
お
け
る
張
遵
の
最
期

劉
関
張
の
子
孫
た
ち
の
死
が
、
史
書
の
叙
述
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
な
ら
ば
、

そ
こ
に
「
対
称
性
」
を
見
出
す
の
は
牽
強
附
会
に
過
ぎ

る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
史
書
に
お
け
る
叙
述
を
確
認
す
る
。

ま
ず
、
張
遵
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

（
二
ニ
）

正
史
『
三
国
志
』
で
は
、
蜀
書
・
張
飛
伝
の
末
尾
に
お
い
て
張
遵
の
死
が
語
ら
れ
る
。

（
一
四
）

長
子
ザ
包
。
早
夭
。
次
子
紹
嗣
。
官
至
侍
中
尚
書
僕
射
。
芭
子
遵
為
尚
書
。
随
諸
葛
贈
於
縣
竹
。
輿
郵
文
戦
。
死
。
（
張
飛
の
長

子
張
庖
は
早
逝
し
た
。
次
子
の
張
紹
が
後
を
嗣
ぎ
、
侍
中
、
尚
書
僕
射
に
ま
で
昇
っ
た
。
張
芭
の
子
、
張
遵
は
尚
書
と
な
り
、
諸
葛
瞭
に
従

っ
て
縣
竹
で
部
文
と
戦
い
、
死
ん
だ
。
）

張
遵
の
死
に
限
れ
ば
、
『
三
国
志
』
の
叙
述
は
、
前
節
で
確
認
し
た
『
演
義
』
の
叙
述
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

し
か
し
、
張
遵
と
同
時

に
死
ん
だ
黄
崇
と
李
球
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。



正
史
『
三
国
志
』
に
お
い
て
、
黄
崇
と
李
球
の
死
は
、

そ
れ
ぞ
れ
蜀
書
・
黄
権
伝
、
李
恢
伝
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

櫂
留
蜀
子
崇
。
為
尚
書
郎
。
随
衛
将
軍
諸
葛
贈
拒
郵
文
。
到
培
縣
。
贈
盤
桓
未
進
。
崇
屡
勤
贈
宜
速
行
提
瞼
。
無
令
敵
得
入

平
地
。
贈
猶
典
未
納
。
崇
至
干
流
沸
。
會
文
長
謳
而
前
。
贈
却
戦
至
綿
竹
。
崇
帥
廣
軍
士
。
期
於
必
死
。
臨
陳
見
殺
。
（
黄
権
は
蜀

に
子
の
黄
崇
を
留
め
て
お
り
、
黄
崇
は
尚
書
郎
と
な
っ
た
。
衛
将
軍
の
諸
葛
贈
に
従
い
、
部
文
を
禦
ぐ
た
め
に
浩
県
に
到
っ
た
。
諸
葛
瞭
が

滞
陣
し
た
ま
ま
進
も
う
と
し
な
か
っ
た
た
め
、
黄
崇
は
諸
葛
瞬
に
速
や
か
に
行
軍
し
て
険
阻
に
拠
り
、
敵
が
平
地
に
入
れ
ぬ
よ
う
に
す
べ
き

だ
と
何
度
も
勧
め
た
。
し
か
し
、
諸
葛
瞭
が
こ
れ
を
な
か
な
か
受
け
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、
黄
崇
は
涙
を
流
し
た
。
郵
文
は
長
駆
し
て
進
み
、

諸
葛
瞭
は
戦
い
つ
つ
綿
竹
に
ま
で
後
退
し
た
。
黄
崇
は
士
卒
を
督
励
し
て
死
戦
し
た
が
、

子
遺
嗣
゜
恢
弟
子
球
。
羽
林
右
部
督
。
隧
諸
葛
瞭
拒
郵
文
。
臨
陳
授
命
。

つ
い
に
戦
死
し
た
）
（
黄
権
伝
）

死
干
縣
竹
。
（
李
恢
の
子
、
李
遺
が
後
を
嗣
い
だ
。

李
恢
の
弟
の
子
、
李
球
は
羽
林
右
部
督
と
な
り
、
諸
穏
瞭
に
従
っ
て
郵
文
を
禦
い
だ
。
戦
陣
に
あ
っ
て
そ
の
命
を
棄
て
、
縣
竹
に
死
ん
だ
。
）

（
李
恢
伝
）

『
演
義
』
劉
龍
田
本
は
、
張
飛
の
「
孫
」

で
あ
る
張
遵
を
「
子
」
と
誤
る
ば
か
り
で
な
く
、
李
恢
の

「
弟
の
子
」

で
あ
る
李
球
を
も

ま
た
、
「
子
」
と
誤
っ
て
い
る
。

し
か
し
、

そ
の
点
を
措
け
ば
、
『
演
義
』
の
叙
述
は
史
書
に
準
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

正
史
『
三
国
志
』
に
拠
っ
て
、
『
演
義
』
の
叙
述
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
蜀
書
・
張
飛
伝
、
黄
権
伝
、
李
恢
伝
（
及
び
諸
葛
亮
伝
・

後
主
伝
）
を
参
照
す
る
と
い
う
煩
瑣
な
作
業
が
必
要
と
な
る
。

（
一
七
）

な
ら
ば
、
『
資
治
通
鑑
』
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
と
い
っ
た
編
年
体
の
史
書
に
拠
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
試
み
に
『
資
治
通
鑑
』
巻
七
十

八
の
該
当
箇
所
を
引
く
。

諸
葛
瞭
督
諸
軍
拒
文
。

至
浩
。
停
住
不
進
。
尚
書
郎
黄
崇
゜
櫂
之
子
也
。
屡
勤
瞭
宜
速
行
撒
瞼
。
無
令
敵
得
平
地
。
瞭
猶
豫

未
納
。
崇
再
三
言
之
。
至
干
流
悌
。
瞬
不
能
従
。
文
遂
長
謳
而
前
。
撃
破
瞭
前
鋒
。
瞭
退
住
縣
竹
。
文
以
書
誘
贈
日
。
若
降
者
。

11 



必
表
為
瑕
邪
王
。
瞭
怒
。
斬
文
使
。
列
陳
以
待
文
。
文
遣
恵
唐
亭
侯
忠
出
其
右
。
司
馬
師
纂
等
出
其
左
。
忠
纂
戦
不
利
。
並
引
還
。

12 

崇
。
贈
子
尚
歎
日
。

日
。
賊
未
可
撃
。
文
怒
日
。
存
亡
之
分
。
在
此
一
學
。
何
不
可
之
有
。
叱
忠
纂
等
。
将
斬
之
。
忠
纂
馳
還
更
戦
。
大
破
斬
瞭
及
黄

（
一
八
）

父
子
荷
國
重
恩
。
不
早
斬
黄
皓
。
使
敗
國
珍
民
。
用
生
何
為
。
策
馬
冒
陳
而
死
。
（
諸
葛
瞭
は
諸
軍
を
督
し
て

郵
文
を
禦
い
だ
。
浩
に
至
る
と
、
進
軍
を
止
め
た
。
尚
書
郎
の
黄
崇
は
黄
権
の
子
で
あ
っ
た
が
、
諸
葛
瞭
に
速
や
か
に
行
軍
し
て
険
阻
に
拠

り
、
敵
が
平
地
に
入
れ
ぬ
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
何
度
も
勧
め
た
。
し
か
し
、
諸
葛
贈
は
こ
れ
を
容
れ
な
か
っ
た
。
黄
崇
は
再
三
進
言
し
、
涙

を
流
す
ま
で
に
至
っ
た
が
、
諸
葛
瞭
は
従
わ
な
か
っ
た
。
郵
丈
は
長
駆
し
て
進
み
、
諸
葛
瞭
の
先
方
を
撃
破
。
諸
葛
瞭
は
縣
竹
ま
で
撤
退
し

た
。
部
文
は
信
書
を
送
り
、
「
も
し
降
伏
す
る
な
ら
ば
、
瑕
邪
王
と
す
る
よ
う
上
表
せ
ん
」
と
誘
っ
た
が
、
怒
っ
た
諸
葛
瞭
は
郵
文
の
使
者
を

斬
り
、
布
陣
し
て
部
文
を
待
ち
受
け
た
。
郵
丈
は
子
の
恵
唐
亭
侯
郵
忠
を
右
よ
り
、
司
馬
の
師
纂
等
を
左
よ
り
出
撃
さ
せ
た
。
し
か
し
、
郵

忠
と
師
纂
は
劣
勢
と
な
り
、
と
も
に
退
却
し
た
。
「
賊
を
撃
破
す
る
こ
と
は
ま
だ
無
理
で
す
」
と
二
人
が
報
告
す
る
と
、
部
文
は
怒
っ
て
、
「
存

亡
は
こ
の
一
戦
に
か
か
っ
て
い
る
。
退
却
な
ど
有
り
得
ぬ
」
と
、
郵
忠
、
師
纂
等
を
叱
責
し
、
斬
罪
に
処
そ
う
と
し
た
。
部
忠
と
師
纂
は
前

線
に
馳
せ
戻
っ
て
再
戦
を
挑
み
、
敵
を
大
破
し
て
諸
葛
瞭
と
黄
崇
を
斬
っ
た
。
諸
葛
瞭
の
子
、
諸
葛
尚
は
、
「
我
ら
父
子
は
国
家
の
重
恩
を
受

け
な
が
ら
、
速
や
か
に
黄
皓
を
斬
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
に
、
国
を
破
り
、
民
を
失
っ
た
。
生
き
て
い
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
と
嘆
き
、
馬

に
鞭
打
っ
て
敵
陣
に
突
撃
し
戦
死
し
た
。
）

こ
こ
に
は
張
遵
と
李
球
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
ま
た
、
引
用
は
割
愛
す
る
が
、
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
も
、
同
様
に
諸
葛
贈
と
諸
葛

尚
及
び
黄
崇
の
名
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
資
治
通
鑑
』
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
に
拠
っ
て
、
『
演
義
』
の
叙
述
を
為
す
こ

と
は
で
き
な
い
。

な
ら
ば
、
や
は
り
、
『
演
義
』
の
叙
述
は
正
史
『
三
国
志
』
の
再
構
成
で
あ
る
の
か
。



八

『
演
義
』
と
『
蜀
漢
本
末
』

こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
井
口
千
雪
の
指
摘
が
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

（
一
九
）

『
三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』
の
中
で
、
井
口
は
、
該
当
す
る
箇
所
は
限
定
的
で
あ
る
が
、
『
演
義
』
が
『
蜀
漢
本
末
』
な
る
史

（二

O
)

書
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
、
『
演
義
』
嘉
靖
壬
午
序
本
に
見
え
る
、
劉
瑞
と
関
葬
の
最
期
に
関
す
る
叙
述
に

も
言
及
し
、
「
嘉
靖
壬
午
序
本
が
基
づ
い
た
史
書
は
『
蜀
漢
本
末
』
と
み
な
す
の
が
自
然
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
。

劉
嗜
と
関
葬
の
最
期
に
関
す
る
叙
述
が
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
影
響
下
に
あ
る
な
ら
ば
、
前
節
で
見
た
張
遵
の
最
期
も
そ
う
で
は
な
い

の
か
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
確
認
に
は
や
や
障
碍
が
あ
る
。

『
蜀
漢
本
末
』
は
元
・
趙
居
信
の
撰
。
「
蜀
を
漢
の
正
統
な
後
継
と
み
な
し
、
『
本
末
体
』
で
書
か
れ
た
史
書
で
あ
」
り
、
「
元
の
至

（
二
ニ
）

正
十
一
年
（
ニ
ニ
五
一
）
に
、
『
演
義
』
出
版
の
中
心
地
で
あ
っ
た
建
安
（
現
福
建
省
南
平
市
建
陽
区
周
辺
）
で
刊
行
さ
れ
た
」
。

（
二
三
）

影
印
本
は
複
数
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
限
り
、
い
ず
れ
も
底
本
は
、
至
正
辛
卯
(
+
一
年
、
一
三
五
一
）
の
年
記
を
有
す
る

中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
に
拠
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
に
は
、
複
数
の
鋏
葉
が
存
す
る
。
そ
し
て
、
綿
竹
の
戦
い
、

す
な
わ
ち
、
張
遵
の
最
期
が
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
箇
所
も
ま
た
、
生
憎
な
こ
と
に
映
け
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
筆
者
は
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
以
外
を
底
本
と
す
る
『
蜀
漢
本
末
』
の
テ
キ
ス
ト
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。
そ
こ

（
二
四
）

で
、
本
稿
で
は
、
日
本
国
立
国
会
図
書
館
の
所
蔵
す
る
清
代
の
抄
本
に
拠
り
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
記
述
を
確
認
す
る
。

諸
葛
瞭
督
諸
軍
拒
文
。
至
培
。
停
住
不
進
。
尚
書
郎
黄
崇
。
屡
勤
瞭
宜
速
行
提
瞼
。
無
令
敵
得
入
平
地
。
瞭
猶
豫
未
納
。
崇

再
三
言
之
。
至
子
流
沸
。
瞭
不
能
従
。
文
遂
長
謳
而
前
。
撃
破
瞭
前
鋒
。
贈
退
住
縣
竹
。
文
以
書
誘
贈
日
。
若
降
者
。
必
表
為
瑕

、
日

F
届

‘

‘

邪

王

。

瞭

怒

。

斬

文

使

。

列

陣

以

待

文

。

又

、

ノ

石

―

尚

戸

3

胄
其
子
尚
歎
日
。
父
子
荷
國
重
恩
。
不
早
斬
黄
皓
。
使
敗
國
珍
民
。
用
生
何
為
。
策
馬
冒
陣
而
死
。
遵
c

飛
之
孫
c

崇
c

櫂
之

13 



子
。
球
c

恢
之
弟
子
也
。

そ
の
叙
述
の
大
略
は
、
前
節
に
引
い
た
『
資
治
通
鑑
』
と
一
致
す
る
た
め
、
訳
文
は
省
略
す
る
。

14 

し
か
し
、
傍
線
を
引
い
た
二
箇
所

は
、
『
資
治
通
鑑
』
と
や
や
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、

―
つ
は
、
郵
文
側
の
叙
述
が
簡
略
化
さ
れ
、
郵
忠
と
師
纂
が
登
場
し
な
い
こ
と
。

も
う
―
つ
は
、
末
尾
に
、
張
遵
、
黄
崇
、
李
球
の
血
統
が
記
さ
れ
る
こ
と
、

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
に
注
目
す
る
。

第
六
節
に
引
い
た
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
第
一
―
三
七
則
に
あ
っ
て
も
、
末
尾
に
（
う
ち
二
名
は
誤
っ
て
い
る
と
は
言
え
）
こ
の
三
名
の

血
統
が
記
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
叙
述
と
構
成
が
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
井
口
千
雪
は
、
『
演
義
』
嘉
靖
壬
午
序
本
が
、
劉
熔
と
関
葬
の
死
を
叙
述
す
る
際
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
影
響
を

受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
に
お
け
る
、
張
遵
等
の
死
の
叙
述
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
井
口
の
指

摘
以
上
に
、
『
演
義
』
と
『
蜀
漢
本
末
』
の
関
係
は
深
い
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
井
口
は
、
張
遵
の
死
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
『
演
義
』
に
先
行
す
る
『
蜀
漢
本
末
』
（
中
国
国
家
図
書
館
蔵
本
）
が
張

遵
の
死
の
叙
述
を
峡
き
、
彼
女
の
研
究
の
主
目
的
が
、
『
演
義
』
成
立
史
に
あ
る
以
上
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
利
用
し
た

『
蜀
漢
本
末
』
清
抄
本
は
、
『
演
義
』
嘉
靖
壬
午
序
本
や
劉
龍
田
本
に
遅
れ
て
抄
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
文
献
学
の
手
続
に
従
え
ば
、

こ
れ
を
も
っ
て
、
『
演
義
』
の
先
行
テ
ク
ス
ト
と
し
て
扱
う
こ
と
は
杜
撰
に
過
ぎ
る
。

さ
ら
に
附
言
し
て
お
く
。
こ
こ
ま
で
は
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
の
叙
述
の
み
を
採
り
上
げ
て
来
た
が
、

そ
れ
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
こ

の
版
本
の
叙
述
が
『
蜀
漢
本
末
』
の
そ
れ
と
、
管
見
の
限
り
、
最
も
近
し
い
た
め
で
あ
る
。
『
演
義
』
の
別
版
本
を
確
認
す
る
と
、
叙

述
の
様
相
は
異
な
っ
て
来
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
附
考
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

九

『
演
義
』
の

「
意
思
」



本
稿
の
目
的
は
、
先
行
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
る
『
演
義
』
の
独
自
性
、
別
言
す
れ
ば
『
演
義
』
の
意
思
を
摘
出
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

『
演
義
』
劉
龍
田
本
に
お
い
て
、
劉
備
、
関
羽
、
張
飛
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
「
桃
園
結
義
」
は
、
当
人
た
ち
の
代
に
お
い
て
果
た
さ
れ

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
孫
の
代
に
至
り
、
劉
瑞
（
と
劉
謁
）
、
関
葬
、
張
遵
は
蜀
漢
滅
亡
に
殉
じ
、
「
同
年
同
月
同
日
」
と
ま
で
は
言

わ
ぬ
も
の
の
、
生
死
を
と
も
に
す
る
、

と
い
う
誓
約
は
果
た
さ
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
「
対
称
性
」
と
い
う
、
先

行
テ
ク
ス
ト
の
規
制
か
ら
離
れ
た
『
演
義
』
の
独
自
性
が
見
出
せ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
先
行
テ
ク
ス
ト
『
蜀
漢
本
末
』
と
の
類

似
が
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
、
先
行
テ
ク
ス
ト
の
規
制
か
ら
逃
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
『
蜀
漢
本
末
』
と
い
う
先
行
テ
ク
ス
ト
が
、

餘
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
、
独
自
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

‘
こ
ゞ
ヽ
t
ヵ

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
『
演
義
』
の
独
自
性
を
摘
出
す
る
餘
地
が
残
っ
て
い
る
。

何
故
な
ら
、
『
蜀
漢
本
末
』
末
尾
に
置
か
れ
る
「
総
論
」
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
五
）

羽
、
飛
、
雲
之
子
孫
居
半
焉
。
（
〔
蜀
漢
滅
亡
の
際
、
〕
国
内
外
で
節
義
に
殉
じ
た
臣
は
十
餘
名

中
外
死
節
之
臣
十
有
餘
人
。
亮
、

あ
っ
た
が
、
諸
葛
亮
、
関
羽
、
張
飛
、
趙
雲
の
子
孫
が
半
ば
を
占
め
る
。
）

さ
ら
に
註
記
が
続
く
。

縣
竹
之
敗
。
諸
葛
亮
之
子
贈
。
瞭
之
子
尚
。
張
飛
之
孫
遵
。
皆
死
之
。
沓
中
之
敗
。
趙
雲
之
子
廣
死
之
。
成
都
之
乱
。
闊
羽

（
二
六
）

之
孫
葬
死
之
。
（
縣
竹
の
敗
戦
に
あ
っ
て
は
、
諸
葛
亮
の
子
で
あ
る
諸
葛
瞭
、
瞭
の
子
で
あ
る
諸
葛
尚
、
張
飛
の
孫
で
あ
る
張
遵
が
死
ん
だ
。

沓
中
の
敗
戦
で
は
趙
雲
の
子
で
あ
る
趙
広
が
死
ん
だ
、
成
都
の
乱
で
は
関
羽
の
孫
で
あ
る
関
葬
が
死
ん
だ
。
）

『
蜀
漢
本
末
』
は
、
蜀
漢
滅
亡
の
際
、
諸
葛
亮
、
関
羽
、
張
飛
、
趙
雲
の
子
孫
が
、
そ
の
国
難
に
殉
じ
た
こ
と
を
特
記
す
る
。
こ
こ

で
注
目
す
べ
き
は
、
趙
雲
の
子
で
あ
る
趙
広
で
あ
る
。
『
蜀
漢
本
末
』
の
言
う
「
沓
中
之
敗
」

の
叙
述
を
確
認
し
よ
う
。
「
総
論
」

で
は
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「
縣
竹
之
敗
」

の
後
に
「
沓
中
之
敗
」
を
置
く
が
、
時
系
列
で
は
、
「
沓
中
之
敗
」
が
先
行
す
る
。
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秋
。
魏
遣
郵
文
、
鍾
會
将
兵
入
寇
。
闊
口
守
牌
偲
令
死
之
。
大
将
軍
維
輿
魏
兵
戟
於
彊
川
口
。
敗
績
。
還
守
剣
閣
。
牙
門
将

趙
廣
戦
死
。
（
〔
炎
興
元
年
、
二
六
三
〕
秋
、
魏
は
郵
文
と
鍾
会
に
軍
を
率
い
て
侵
攻
さ
せ
た
。
こ
の
際
、
関
口
の
守
将
で
あ
っ
た
偉
令
が
戦

死
し
た
。
大
将
軍
の
姜
維
は
魏
兵
と
彊
川
口
で
戦
っ
た
が
敗
れ
、
退
却
し
て
剣
閣
を
守
っ
た
。
牙
門
将
の
趙
広
が
戦
死
し
た
。
）

こ
の
叙
述
は
、
事
件
の
大
要
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
に
、
詳
細
を
記
し
た
記
述
が
続
く
。

（
二
八
）

令
。
形
之
子
。
趙
廣
。
雲
之
子
（
偲
令
は
博
形
の
子
、
趙
広
は
趙
雲
の
子
で
あ
る
）
」
と
記
す
。

そ
し
て
、

そ
の
末
尾
に
、

「偉

一
方
、
『
演
義
』
を
確
認
す
る
。
劉
龍
田
本
第
二
三
一
則
「
鍾
会
郵
文
取
漢
中
」
に
お
い
て
、
偲
金
の
死
に
つ
い
て
は
言
及
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
、
沓
中
の
戦
い
の
叙
述
に
お
い
て
、
趙
広
に
関
す
る
言
及
は
一
切
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
蜀
漢
本
末
』
と
は
明

ら
か
に
力
点
が
異
な
る
。

正
史
『
三
国
志
』
蜀
書
・
趙
雲
伝
に
言
う
。

（
二
九
）

次
子
廣
゜
牙
門
将
。
随
姜
維
沓
中
。
臨
陳
戦
死
。
（
〔
趙
雲
の
〕
次
男
趙
広
は
牙
門
将
と
な
っ
た
。
姜
維
に
従
っ
て
沓
中
の
戦
に
臨

み
、
戦
死
し
た
。
）

つ
ま
り
、
趙
広
の
戦
死
は
史
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
蜀
漢
本
末
』
は
、

そ
の
死
に
言
及
し
た
上
で
、
趙
雲
と
の
つ
な
が
り
を
確
認

す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
演
義
』
は
趙
広
の
死
に
つ
い
て
、

一
切
言
及
し
な
い
。

こ
こ
に
、
『
蜀
漢
本
末
』
と
『
演
義
』
の

「
意
思
」

の
相
異
が
看
取
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
蜀
漢
本
末
』
が
重
視
し
た
の
は
、

「
死
節
之
臣
」

で
あ
り
、

そ
の
半
数
が
、
諸
葛
亮
（
孔
明
）
、
関
羽
、
張
飛
、
趙
雲
と
い
う
劉
備
に
と
っ
て
の

「
宿
将
」

の
子
孫
で
あ

っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

し
か
し
、
『
演
義
』
は
、
趙
雲
の
子
孫
た
る
趙
広
の
死
を
記
さ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
『
蜀
漢
本
末
』
よ
り

も
叙
述
の
対
象
は
限
定
的
で
あ
り
、
（
黄
崇
や
李
球
に
も
言
及
す
る
と
は
言
え
、
）
そ
の
力
点
は
、
劉
関
張
、
す
な
わ
ち
、
桃
園
結
義
の
当



事
者
た
ち
（
の
子
孫
）
の
死
、
す
な
わ
ち
、
物
語
の

「
対
称
性
」
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
解
釈
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

十

小
結

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
近
代
に
お
け
る
、
「
歴
史
小
説
」
と
「
歴
史
書
」
と
の
間
に
、
内
在
的
な
区
別
は
あ
る
の
か
、

スっ
ヽ

と
し

の
が
筆
者
の
根
元
的
な
問
題
意
識
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
歴
史
書
」
に
は
見
え
な
い
、
「
歴
史
小
説
」

の

「
独
自
性
」
を
摘
出
す
る

こ
と
を
、
本
稿
に
お
け
る
方
法
と
し
た
。

そ
の
結
果
、
『
演
義
』
の
物
語
は
、
「
歴
史
書
」
が
持
た
ぬ
で
あ
ろ
う
「
対
称
性
」
を
備
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
ひ

と
ま
ず
の
結
論
で
あ
る
。

些
か
牽
強
附
会
の
謗
り
を
受
け
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
極
め
て
微
細
な
叙
述
に
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
も
自
覚
し
て
い
る
。

し

か
し
、
「
歴
史
小
説
」
が

「
史
書
」

の
従
属
物
で
は
な
く
、
独
自
性
を
備
え
て
い
る
可
能
性
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

蛇
足
な
が
ら
、
第
七
•
八
節
で
言
及
し
た
、
『
演
義
』
に
お
け
る
、
張
遵
の
死
に
関
す
る
叙
述
が
持
つ
意
義
を
附
け
加
え
て
お
き
た

、。し第
八
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
『
演
義
』
に
お
け
る
張
遵
の
死
が
、
『
蜀
漢
本
末
』
を
先
行
テ
ク
ス
ト
と
す
る
可
能
性
は
高
い
。

ヽ

し
カ

し
、
現
存
す
る
『
蜀
漢
本
末
』
至
正
刊
本
自
体
に
は
、
張
遵
の
死
を
記
す
で
あ
ろ
う
箇
所
が
映
け
て
お
り
、
本
稿
で
は
清
代
の
抄
本
に

拠
っ
て
、
こ
れ
を
補
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

同
系
統
の
版
本
が
、
明
代
後
期
か
ら
明
末
(
+

（三

O
)

六
世
紀
末
i
十
七
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
、
劉
龍
田
本
と
同
じ
く
福
建
で
陸
続
と
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
劉
龍
田
本
も
ま

一
方
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
の
出
版
年
代
は
確
定
し
難
い
が
、
状
況
証
拠
は
あ
る
。

た
、
こ
の
時
期
の
刊
行
と
考
え
て
大
過
あ
る
ま
い
。

つ
ま
り
、
『
蜀
漢
本
末
』
清
抄
本
よ
り
、
時
系
列
的
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
。
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本
稿
で
使
用
し
た
、
国
会
図
書
館
蔵
の
『
蜀
漢
本
末
』
清
抄
本
は
、

至
正
刊
本
と
比
較
す
る
と
、
文
字
の
配
列
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し

18 

て
お
り
、

至
正
刊
本
を
忠
実
に
抄
写
し
た
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

至
正
刊
本
の
映
葉
部
分
に
つ
い

て
は
比
較
対
象
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
忠
実
な
抄
写
で
あ
る
か
否
か
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
「
判
ら
な
い
」
と
言
う
べ
き
で

あ
ろ
う

だ
が
、
少
な
く
と
も
張
遵
の
死
お
よ
び
、

そ
の
死
の
原
因
で
あ
る
、
綿
竹
の
戦
い
を
記
す
箇
所
に
つ
い
て
は
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本

の
存
在
が
、
『
蜀
漢
本
末
』
清
抄
本
が
、

至
正
刊
本
に
忠
実
で
あ
ろ
う
こ
と
を
担
保
す
る
。

つ
ま
り
、
「
歴
史
小
説
」
（
『
演
義
』
劉
龍
田

本
）
が
、
「
史
書
」
（
『
蜀
漢
本
末
』
清
抄
本
）
の
叙
述
内
容
を
保
証
す
る
、
と
い
う
事
例
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

附
考

『
演
義
』
諸
版
本
の
様
相

周
知
の
如
く
、
『
三
国
志
演
義
』
に
は
数
多
く
の
版
本
が
存
在
し
、
各
版
本
間
に
は
多
数
の
相
異
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
、
『
演
義
』

研
究
に
際
し
て
は
、
複
数
の
版
本
を
参
照
す
る
こ
と
は
必
須
と
な
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
『
演
義
』
の
一
版
本
を
参
照
し
た
に
過
ぎ
ず
、

『
演
義
』
の
全
体
像
に
対
す
る
研
究
に
な
り
得
な
い
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
、
『
演
義
』
劉
龍
田
本
に
限
定
し
て
論
を
進
め
て
き
た
。
そ
こ
で
、
以
下
、
第
六
節
に
引
用
し
た
、
第
二
三
四

則
「
諸
葛
瞭
大
載
郵
文
」
に
お
け
る
張
遵
の
死
、
及
び
第
二
三
七
則
「
姜
維
一
計
害
三
賢
」
に
お
け
る
劉
塔
と
関
葬
の
死
の
叙
述
に
つ

い
て
、
別
版
本
を
確
認
し
た
い
。

と
は
言
う
も
の
の
、
数
あ
る
『
演
義
』
諸
版
本
を
す
べ
て
参
照
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
こ
こ
で
は
、

比
較
的
古
態
を
留
め
て
い
る
と

思
し
い
、
嘉
靖
壬
午
序
本
、
余
象
斗
本
と
、
第
六
節
に
引
い
た
劉
龍
田
本
の
三
者
に
限
定
し
て
検
討
す
る
。
『
演
義
』
版
本
研
究
に
お

け
る
分
類
に
拠
れ
ば
、
嘉
靖
壬
午
序
本
は
二
十
四
巻
本
系
、
余
象
斗
本
は
二
十
巻
繁
本
系
、
劉
龍
田
本
は
二
十
巻
簡
本
系
と
、
各
々
別



系
統
に
属
す
る
。

実
の
と
こ
ろ
、
嘉
靖
壬
午
序
本
と
余
象
斗
本
に
お
け
る
、
劉
溶
と
関
葬
の
死
の
叙
述
が
異
な
る
こ
と
は
、
す
で
に
井
口
千
雪
が
指
摘

（
三
一
）

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
靖
壬
午
序
本
に
登
場
す
る
関
葬
が
、
余
象
斗
本
に
お
い
て
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
（
そ
し
て
、
第
六
節

で
確
認
し
た
通
り
、
劉
龍
田
本
に
も
関
葬
が
登
場
す
る
）
。

さ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
種
の
版
本
の
み
な
ら
ず
、
現
在
、
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
『
演
義
』
諸
版
本
に
は
、
未
発
見
で
あ
る
共

通
の
祖
本
（
「
原
演
義
」
）
が
措
定
で
き
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
こ
の

「
関
葬
の
不
在
」
に
つ
い
て
、
井
口
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す

る。

原
演
義
が
余
象
斗
本
の
よ
う
に
「
皇
族
」
と
し
て
い
た
の
を
嘉
靖
壬
午
序
本
に
至
る
過
程
で

「
関
葬
」
に
書
き
換
え
た
の
で
あ

で
あ
っ
て
も
、

っ
て
も
、
原
演
義
が
嘉
靖
壬
午
序
本
の
よ
う
に
「
関
葬
」
と
し
て
い
た
の
を
余
象
斗
本
が
恣
意
的
に
「
皇
族
」
と
書
き
換
え
た
の

（
三
二
）

い
ず
れ
か
の
段
階
で
『
蜀
漢
本
末
』
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
や
は
り
間
違
い
な
い
。

井
口
は
、
余
象
斗
本
の
叙
述
に
鑑
み
、

「
原
演
義
」

の
こ
の
箇
所
が
『
蜀
漢
本
末
』
を
参
照
し
て
い
な
い
可
能
性
も
考
慮
す
る
。

そ

の
一
方
で
、
『
演
義
』
第
一
七
三
則
か
ら
一
八
〇
則
に
お
い
て
語
ら
れ
る
、
孔
明
の
南
征
に
つ
い
て
は
、

「
原
演
義
」

の
段
階
で
、
『
蜀

漢
本
末
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
も
、
井
口
は
指
摘
す
る
。
と
な
れ
ば
、
余
象
斗
本
の
叙
述
が
、
嘉
靖
壬
午
序
本
に
比
し
て
、
「
原
演

義
」
に
近
い
、
と
い
う
仮
定
は
、
「
原
演
義
」
が
、
孔
明
の
南
征
に
お
い
て
は
『
蜀
漢
本
末
』
を
参
照
し
、
劉
熔
の
死
を
記
す
際
に
は

参
照
し
て
い
な
か
っ
た
、

と
い
う
結
論
を
導
く
。
そ
し
て
、
嘉
靖
本
と
劉
龍
田
本
に
至
る
過
程
で
、
再
び
、
『
蜀
漢
本
末
』
が
参
照
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
些
か
複
雑
な
演
変
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
蜀
漢
本
末
』
を
参
照
し
た
結
果
、
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
関

葬
に
関
す
る
言
及
が
、
余
象
斗
本
に
至
る
過
程
で
削
除
さ
れ
た
、
と
い
う
想
定
の
方
が
素
直
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
井
口
の
言
及
し
な
い
、
張
遵
の
死
の
叙
述
を
検
討
す
る
と
、
や
は
り
、
「
余
象
斗
本
に
よ
る
削
除
」
と
い
う
蓋
然
性
が
高

（

三

三

）

（

三

四

）

そ
う
で
あ
る
。
以
下
、
嘉
靖
壬
午
序
本
（
嘉
）
、
余
象
斗
本
（
余
）
と
、
劉
龍
田
本
（
劉
）
に
つ
い
て
、
第
二
三
四
則
「
諸
葛
瞭
大
戦
郵

文
」
の
当
該
箇
所
を
引
用
す
る
（
劉
龍
田
本
に
つ
い
て
は
、
第
六
節
の
引
用
と
重
複
す
る
。
な
お
、
訳
文
は
省
略
す
る
）
。
差
異
が
明

20 

確
と
な
る
よ
う
、
三
者
を
並
列
し
て
示
す
。

乗
虚
攻
打
縣
竹
。
張
遵
、
黄
崇
、
李
~
[
球
乃
李
恢
弟
之
子
o
]
三

人
各
引
一
軍
殺
出
。
蜀
兵
寡
。
魏
兵
重
。
三
人
死
戦
不
脱
。
力
窮
勢
孤
而
亡
。
文
因
此
得
了
縣
竹
゜
努
軍
已
畢
。
遂

（
三
五
）

都
。
未
知
如
何
゜

（
嘉
）
郵
文
憐
其
忠

父
子
合
塑

束
取
成

（
余
）
郎
文
憐
其
忠
義
。
令
将
諸
葛
父
子
倶
塑
於
城
西
。
遂
乗
勢
取
了
綿
竹
。

1
1皆死
。

引
兵
径
襲
成

（
三
六
）

都
。
未
知
如
何
。

（
劉
）
郵
文
憐
其
忠
義
。

将
諸
葛
父
子

埜
子
城
西
。
遂
乗
勢
取

亦
被
殺
死
。

綿
竹
。

殺
出
。

遂
引
兵
束
取
成
都
。

（
三
七
）

張
遵
乃
張
飛
之
子
。
黄
崇
乃
黄
櫂
之
子
。
李
球
乃
李
恢
之
子
。

嘉
靖
壬
午
序
本
の
引
用
中
に
現
れ
る
‘
[
球
乃
李
恢
弟
之
子
O

J

は
央
註
で
あ
る
。
附
言
す
れ
ば
、
嘉
靖
壬
午
序
本
は
、
張
遵
、
黄
崇

に
つ
い
て
も
、
こ
の
則
に
お
け
る
初
登
場
時
に
、
や
は
り
央
註
の
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
「
張
飛
之
孫
」
「
黄
櫂
之
子
」
と
記
す
。

文
面
と
し
て
は
、
三
者
の
関
係
は
定
め
難
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
深
入
り
は
避
け
、
張
遵
が
三
者
に
共
通
し
て
登
場
す
る
一
方
で
、

嘉
靖
壬
午
序
本
と
劉
龍
田
本
に
は
登
場
す
る
李
球
が
、
余
象
斗
本
に
は
登
場
し
な
い
点
に
注
目
し
た
い
。

第
八
節
に
お
い
て
、
劉
龍
田
本
に
お
け
る
、
張
遵
の
死
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。



そ
れ
は
、
張
遵
、
黄
崇
、
李
球
の
死
に
言
及
し
、
な
お
か
つ
三
名
の
血
統
が
記
さ
れ
る
ゆ
え
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
特
徴
は
、
血

統
の
記
さ
れ
る
箇
所
と
形
式
が
異
な
る
と
は
言
え
、
嘉
靖
壬
午
序
本
に
も
共
通
す
る
。

余
象
斗
本
に
は
、
李
球
が
登
場
せ
ず
、
残
る
二
名
の
血
統
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
い
。

し
か
し
、
張
遵
に
対
し
て
言
及
し
て
い
る
こ

と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
七
節
で
確
認
し
た
如
く
、
『
資
治
通
鑑
』
及
び
『
資
治
通
鑑
綱
目
』
の
該
当
箇
所
に
は
黄
崇
が
現
れ
る
の
み
で
、
張
遵
と
李
球
は

登
場
し
な
い
。

一
方
、
第
八
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
蜀
漢
本
末
』
に
は
、
三
名
す
べ
て
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
余
象
斗
本
の
当
該

箇
所
に
張
遵
が
登
場
す
る
こ
と
に
は
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
影
響
を
看
る
べ
き
で
あ
る
。
李
球
が
登
場
し
な
い
の
は
、
削
除
に
よ
る
も
の

な
の
で
あ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
、
前
述
し
た
第
二
三
七
則
に
お
け
る
、
余
象
斗
本
に
お
け
る
「
関
葬
の
不
在
」
も
、
削
除
に
よ
る
現
象
で
あ
る
可
能
性
が

高
か
ろ
う
。

注
(
-
）
吉
川
英
治
『
三
国
志
』
が
、
主
に
依
拠
し
た
で
あ
ろ
う
『
通
俗
三
国
志
』
は
、

元
禄
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
、
『
三
国
志
演
義
』
李
卓
吾
批

評
本
の
邦
訳
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
吉
川
は
、
史
書
を
主
た
る
先
行
テ
ク
ス
ト
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
吉
川
『
三
国
志
』
と
『
通

俗
三
国
志
』
を
比
較
す
れ
ば
、
吉
川
の
「
意
思
」
が
あ
る
程
度
摘
出
で
き
る
、
と
い
う
点
で
、
本
稿
に
お
け
る
、
先
行
テ
ク
ス
ト
と
後
続

テ
ク
ス
ト
の
関
係
に
あ
る
。

（
二
）
後
藤
丹
治
、
釜
田
喜
三
郎
校
注
『
太
平
記

-
』
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
三
四
、
岩
波
書
店
、

一
九
六

0
年
）
、
「
解
説
」
、
ニ
―
頁
。

（
三
）
魯
迅
「
中
国
小
説
史
略
」
（
テ
キ
ス
ト
は
『
魯
迅
全
集
』
[
人
民
文
学
出
版
社
ヽ

一
九
八
-
年
]
第
九
巻
所
収
の
も
の
に
拠
る
）
、
「
第
十

21



四
篇

元
明
傭
束
之
講
史
（
上
）
」

「
第
十
五
篇

元
明
偉
束
之
講
史
（
下
）
」
参
照
。
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（
四
）
清
・
章
学
誠
「
丙
辰
筒
記
」
に
見
え
る
、
『
三
国
志
演
義
』
に
対
す
る
評
語
。

（
五
）
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
上
田
望
「
講
史
小
説
と
歴
史
書
(
-
)
『
三
国
演
義
』
、
『
隋
唐
両
朝
史
伝
』
を
中
心
に
」
（
『
東
洋
文
化

研
究
所
紀
要
』
第
一
三

0
冊
、
九
七

S
一
八

0
頁
、
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、

一
九
九
六
年
三
月
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
井
ロ

千
雪
『
三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
一
八
年
）

は
、
そ
の
一
六

O
S
一
六
一
頁
に
お
い
て
、
上
田
論
文
を
含
め
、

先
行
研
究
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
井
口
『
三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』
自
体
が
、
『
演
義
』
が
如
何
に
史
書

を
利
用
し
た
か
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

（
六
）
『
水
滸
伝
』
七
十
回
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
第
五
才
子
書
施
耐
庵
水
滸
伝
』
（
中
華
書
局
影
印
本
、

一
九
七
五
年
出
版
）
に
拠
る
。
引
用
箇

所
は
、
巻
七
十
五
第
一
葉
b
。
訳
文
は
、
註
（
七
）
所
掲
『
石
の
物
語
』
三
九
二
頁
所
収
の
廣
瀬
玲
子
訳
に
拠
る
。

（
七
）
こ
の
段
落
の
引
用
文
は
、
す
べ
て
ジ
ン
・
ワ
ン

（
王
瑾
）
著
•
廣
瀬
玲
子
訳
『
石
の
物
語
こ
中
国
の
石
伝
説
と
「
紅
楼
夢
」
「
水
滸
伝
」

「
西
遊
記
」
を
読
む
』
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二

0
一
五
年
）
三
九
二
頁
に
拠
る
。
な
お
原
書
は
、

Wang,Jing.,

Intertextuality, 
Ancient C
h
i
n
e
s
e
 Stone Lore, 
a
n
d
 the Stone S
y
m
b
o
l
i
s
m
 in 
D
r
e
a
m
 o
f
 the R
e
d
 C
h
a
m
b
e
r
,
 
W
a
t
e
r
 M
a
r
g
i
n
,
a
n
d
 the 

J
o
u
r
n
e
y
 to the 
West,. 
N
o
r
t
h
 Carolina: D
u
k
e
 University Press, 1
9
9
2
.
 

T
h
e
 
Story 
o
f
 
Stone: 

（
八
）
金
文
京
『
三
国
志
演
義
の
世
界
』
（
東
方
選
書
、
東
方
書
店
、

一
九
九
三
年
）
八
九

S
九
0
頁
、
「
『
三
国
志
平
話
』
に
お
け
る
民
族
と
国

家
」
を
参
照
。

（
九
）
拙
稿
「
『
三
国
志
演
義
』
の
結
末
に
対
す
る
一
試
論
司
馬
炎
を
起
点
と
し
て
|
|
l
(
『
未
名
』
第
十
五
号
、
中
文
研
究
会
、

一
九
九

七
年
三
月
、
五
五

S
八
四
頁
所
収
）
を
参
照
。

(

1

 

0
)
『
三
国
志
演
義
』
劉
龍
田
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
陳
翔
華
主
編
『
三
国
志
演
義
古
叢
刊
五
種
』
（
全
八
冊
、
中
華
全
国
図
書
館
文
献
縮
微
複



（一(
―
二
）

（
一
三
）

（
一
四
）

（
一
五
）

（
一
六
）

製
中
心
、

一
九
九
五
年
）
所
収
の
『
喬
山
堂
本
三
国
志
伝
』
に
拠
る
。

-
）
註

(
-
O
)
所
掲
書
巻
之
二
十
第
十
二
葉

ao

同
前
巻
之
二
十
第
十
八
葉
b
゜

正
史
『
三
国
志
』
の
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
一
九
八
二
年
排
印
本
に
拠
る
。

註
(
-
三
）
所
掲
書
九
四
四
頁
。

同
前
一

0
四
五
頁
。

同
前
一

0
四
六
頁
。

（
一
七
）
『
資
治
通
鑑
』
の
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
香
港
分
局
一
九
七
二
年
排
印
本
に
拠
る
。

註
(
-
七
）
所
掲
書
二
四
七
―

S
二
四
七
二
頁
。

（
一
八
）

（
一
九
）
書
誌
に
つ
い
て
は
註
（
五
）
参
照
。

註
（
五
）
所
掲
井
口
千
雪
『
三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』
三
八
九

S
四一

0
頁
「
第
六
章

『
三
国
志
演
義
』
と
『
蜀
漢
本
末
』
」
参

（二

O
)

（ニ―)

（
二
ニ
）

照。同
前
四
三
一
頁
。

同
前
三
八
九

S
三
九

0
頁。

（
二
三
）
管
見
の
限
り
、
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
、
『
中
華
再
造
善
本
』
金
元
編
・
史
部
、
『
閲
刻
珍
本
叢
刊
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本

稿
に
お
い
て
は
『
四
庫
全
書
存
目
叢
書
』
所
収
の
影
印
本
を
、
『
蜀
漢
本
末
』
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
す
る
。

（
二
四
）

（
二
五
）

国
立
国
会
図
書
館
書
誌

I
D
は

[
0
0
0
0
0
7
5
1
6
6
4
3
]

、
永
続
的
識
別
子
は
[i
n
f
o
 :
n
d
l
j
p
/
p
i
d
/
2
6
0
5
4
9
0
]

。

註
（
二
三
）
所
掲
『
蜀
漢
本
末
』
巻
下
第
四
十
四
葉
b
゜
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（
二
六
）
同
前
第
四
十
四
葉

b
S第
四
十
五
葉

a
o
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（
二
七
）
同
前
第
二
十
七
葉
b
゜

（
二
八
）
同
前
第
二
十
九
葉
b
゜

（
二
九
）
註
(
-
三
）
所
掲
書
九
五
一
頁
。

（三

O
)
『
三
国
志
演
義
』
諸
版
本
に
関
し
て
は
、
中
川
諭
『
「
三
国
志
演
義
」
版
本
の
研
究
』
（
汲
古
書
院
、

一
九
九
八
年
）
を
参
照
。

（
三
一
）
註
（
五
）
所
掲
井
口
千
雪
『
三
国
志
演
義
成
立
史
の
研
究
』
四
二
八

S
四
三
一
頁
参
照
。

（
三
二
）
同
前
四
三
一
頁

（
三
三
）
嘉
靖
壬
午
序
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
『
三
国
志
通
俗
演
義
』
（
全
八
冊
、
人
民
文
学
出
版
社
、

一
九
七
五
年
排
印
本
）
に
拠
る
。

（
三
四
）
余
象
斗
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
註

(
-
O
)
所
掲
の
陳
翔
華
主
編
『
三
国
志
演
義
古
叢
刊
五
種
』
（
全
八
冊
、
中
華
全
国
図
書
館
文
献
縮
微

複
製
中
心
、

一
九
九
五
年
）
所
収
の
『
双
峰
堂
本
批
評
三
国
志
伝
』
に
拠
る
。

（
三
五
）
註
（
三
三
）
所
掲
書
巻
之
二
十
四
第
二
十
八
葉
b

゜

（
三
六
）
註
（
三
四
）
所
掲
書
巻
之
二
十
第
十
五
葉

a
o

（
三
七
）
註

(
-
O
)
所
掲
書
巻
之
二
十
第
十
二
葉

a
o

（
た
け
う
ち
ま
さ
ひ
こ
・
龍
谷
大
学
教
授
）




